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まえがき 42 

この規格は，産業標準化法第 16 条によって準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人43 
日本ホームヘルス機器協会（HAPI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて44 
日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した45 
日本産業規格である。これによって，JIS C 9335-2-209:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 46 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 47 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意48 
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実49 
用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 50 

JIS C 9335 の規格群（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性）には，約 100 規格に及ぶ部編成があ51 
るが，この規格ではそれらの一覧の表記を省略した。 52 

なお，全ての部編成は，JIS C 9335-1:20xx の“まえがき”に記載されている。 53 
 54 
 55 



 

 

日本産業規格（案）       JIS 56 

 C 9335-2-209：20xx 57 

 58 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 59 

第 2-209 部：家庭用電気治療器の個別要求事項 60 

Household and similar electrical appliances-Safety- 61 

Part 2-209: Particular requirements for electric therapy apparatus  62 

for home use 63 

 64 

序文 65 

この規格は，JIS C 9335-1:20XX と併読する規格である。 66 

この規格の箇条などの番号は，JIS C 9335-1:20XX と対応している。JIS C 9335-1:20XX に対する変更は，67 
次の表現を用いた。 68 

－ “置換”は，JIS C 9335-1:20XX の該当する箇所の要求事項を，この規格の規定に置き換えることを意69 
味する。 70 

－ “追加”は，JIS C 9335-1:20XX の該当する箇所の要求事項に，この規格の規定を追加することを意味71 
する。 72 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には，これらの表現に続く括弧書きで示している。 73 

JIS C 9335-1:20XX に追加する細分箇条番号は，JIS C 9335-1:20XX の箇条番号の後に“101”からの番号74 
を付けている。 75 

1 適用範囲 76 

置換（箇条 1 全てを次に置き換える。） 77 

この規格は，家庭用及びこれに類する家庭用電気治療器で，定格電圧が単相機器の場合には 250 V 以下，78 
その他の機器の場合には 480 V 以下のもの（以下，機器という。）の安全性について規定する。 79 

バッテリ駆動機器及びその他の直流駆動機器についても，この規格の適用範囲に含む。 80 

注記 この規格の適用範囲内の機器の例を，次に示す。 81 

－ 家庭用超短波治療器 82 

－ 家庭用低周波治療器 83 

－ 家庭用電位治療器 84 

機器には，モータ，電熱素子又はそれらの組合せを含む場合がある。 85 



 

 

通常，家庭で用いない機器でも，店舗，軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような，一般大86 
衆への危険源になる機器も，この規格を適用する。 87 

この規格では，全ての人が受ける合理的に予見可能な危険性を取り扱っている。ただし，この規格では，88 
通常，次の状態については規定していない。 89 

－ 次のような人（子供を含む。）が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることが不可能な場合 90 

・ 肉体的能力，知覚的能力又は知的能力の低下している人 91 

・ 経験及び知識の欠如している人 92 

－ 子供が機器で遊ぶ場合 93 

この規格は，次の機器には適用しない。 94 

－ 工業目的専用の機器 95 

－ 腐食性又は爆発性の雰囲気（じんあい，蒸気又はガス）が存在するような特殊な状況にある場所で用96 
いる機器 97 

－ 医用機器（JIS T 0601） 98 

2 引用規格 99 

引用規格は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 2 による。 100 

追加 101 

JIS C 9335-1:20xx 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則 102 

3 用語及び定義 103 

用語及び定義は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 3 による。 104 

3.1 物理的特性に関する定義 105 

3.1.9 置換（3.1.9 全てを，次に置き換える。） 106 
通常動作（normal operation） 107 

次の条件の下で機器を運転した状態 108 

－ 家庭用超短波治療器は，導子部を合わせた状態で運転する。導子部を合わせることが不可能な構造の109 
ものは，開放した状態で運転してもよい。 110 

－ 家庭用低周波治療器は，1 kΩの無誘導抵抗負荷をかけた状態で運転する。 111 

－ 家庭用電位治療器は，導子部と大地との間を 10 MΩ 以上のインピーダンスによって絶縁した状態で運112 
転する。機器を試験枠に設置する場合は，試験枠全体を絶縁してもよい。 113 

3.5 機器のタイプに関する定義 114 

追加 115 

3.5.101 116 
家庭用電気治療器 117 
電気エネルギーによる電流，電位，電磁波などを利用して治療する家庭用及びこれに類する機器 118 



 

 

3.5.102 119 
家庭用超短波治療器 120 
周波数帯域が 13 MHz～2 450 MHz の電磁エネルギーを身体の特定部位に照射し，身体組織に深部加熱121 

を与えて治療する家庭用電気治療器 122 

3.5.103 123 
家庭用低周波治療器 124 
皮膚の表面から微弱な低周波電流を流して，患部を治療する家庭用電気治療器 125 

3.5.104 126 
家庭用電位治療器 127 
人体を交流電界若しくは直流電界において，又は絶縁状態において電位を与えて治療する家庭用電気治128 

療器 129 

3.6 機器の部分に関する定義 130 

追加 131 

3.6.101 132 
導子 133 

治療のために，人体にエネルギーを供給する機器の部分及び附属品 134 

3.6.102 135 
導子部 136 

治療のために，人体に接触又はエネルギーを供給させることを意図した導子の部分 137 

注釈 1 導子部とは，施療する電極などである。 138 

3.6.103 139 
絶縁形導子部 140 
電極を絶縁部で覆った家庭用電位治療器の導子部 141 

3.6.104 142 
通電形導子部 143 
電極を人体に直接接触させる家庭用電位治療器の導子部 144 

4 一般要求事項 145 

一般要求事項は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 4 による。 146 

5 試験のための一般条件 147 

試験のための一般条件は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 5 による。 148 

追加 149 

5.101 機器は，モータ駆動機器として試験する。ただし，モータと電熱素子との両方をもつ機器は，複合150 
機器として試験する。 151 



 

 

6 分類 152 

分類は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 6 による。 153 

7 表示，及び取扱説明又は据付説明 154 

表示，及び取扱説明又は据付説明は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 7 による。 155 

7.1 追加（“50 Hz 専用機器又は 60 Hz 専用機器は，”で始まる細別の後に，次の細別を追加する。） 156 

－ 短時間定格の機器は，その定格時間 157 

7.6 置換（“IEC 60417 及び ISO 7000 に規定された”で始まる段落を，次に置き換える。） 158 

IEC 60417，ISO 7000 及び ISO 7010 に規定された記号を用いてもよい。 159 

追加 160 

7.101 家庭用超短波治療器の取扱説明書には，次の趣旨を示す内容を記載しなければならない。 161 

－ 血圧に異常のある人は，医師と相談する旨 162 

－ 定格出力電力が 10 W を超える家庭用超短波治療器の場合は，次の趣旨 163 

・ 金属類（ネックレス，時計，金糸，銀糸，ラメ入り衣装など）は身に着けて治療しない旨 164 

・ 金属製物質（人工骨頭，埋没くぎ，金属製クリップなど）を体内に植え込んだ人には，使用しない165 
旨 166 

・ 金属枠を用いた椅子及びベッドを使用してはならないなど，接地された導電部又は接地に対して同167 
等の静電容量をもつ部分で，高周波電流の予期しない伝導路を形成する可能性のある部分へ接触が168 
ないようにしなければならない旨 169 

・ 導子ケーブルは，導体及び超短波を吸収しやすい電気機器と接触しないように配置する旨 170 

－ 使用者に導子部及びケーブルの絶縁に損傷がないか，又は定期的に点検させる旨の注意書き 171 

適否は，目視検査によって判定する。 172 

8 充電部への接近に対する保護 173 

充電部への接近に対する保護は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 8 による。 174 

8.1.4 追加（“その部分を保護インピーダンスによって，”で始まる細別の後に，次の細別を追加する。） 175 

－ 機器の導子部の場合 176 

9 モータ駆動機器の始動 177 

モータ駆動機器の始動は，この規格では規定しない。 178 

10 入力及び電流 179 

入力及び電流は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 10 による。 180 



 

 

11 温度上昇 181 

温度上昇は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 11 による。 182 

11.7 置換（注記の後に，次を追加する。） 183 

機器は，30 分間連続運転する。ただし，定格時間が 30 分未満の機器は，その表示した定格時間に等し184 
い時間とする。 185 

12 金属イオン系バッテリの充電 186 

金属イオン系バッテリの充電は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 12 による。 187 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 188 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 13 による。 189 

13.2 190 

追加（“IEC 60990:2016 の図 4 に規定された回路を用いて，”で始まる段落の後に，次を追加する。） 191 

家庭用超短波治療器の漏えい電流は，高周波発振器を停止している状態で測定する。 192 

追加（“据置形クラス I 電熱機器”で始まる細別の後に，次の細別を追加する。） 193 

－ 家庭用電位治療器の導子部   1 mA 194 

14 過渡過電圧 195 

過渡過電圧は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 14 による。 196 

15 耐湿性等 197 

耐湿性等は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 15 による。 198 

16 漏えい電流及び耐電圧 199 

漏えい電流及び耐電圧は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 16 による。 200 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 201 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 17 による。 202 

18 耐久性 203 

耐久性は，この規格では規定しない。 204 



 

 

19 異常下における動作 205 

異常下における動作は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 19 による。 206 

19.1 追加（“電圧切換スイッチ又は”で始まる段落の後に，次を追加する。） 207 

家庭用電位治療器には，19.101 の試験を行う。 208 

追加 209 

19.101 家庭用電位治療器は，出力端子の一端を，電源の一端に接続し，箇条 11 の方法で試験する。試験210 
後，封止コンパウンドが流出してはならない。 211 

20 安定性及び機械的危険 212 

安定性及び機械的危険は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 20 による。 213 

21 機械的強度 214 

機械的強度は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 21 による。 215 

21.2 追加（“固体絶縁の可触部分は，”で始まる段落の末尾に続けて，次の文を追加する。） 216 

ただし，出力端子における漏えい電流が，13.2 に規定する値以下となる場合，家庭用電位治療器の絶縁217 
形導子部には，適用しない。 218 

追加 219 

21.101 機器のタイプに応じた試験は，次による。 220 

－ 床上で使用することを意図する機器 a)の試験 221 

－ 機器の質量が 4 kg 以下の可搬形機器 b)の試験 222 

試験方法は，次による。 223 

a) 静荷重試験 試験試料を厚さ 10 mm 以上の表面が平らな木台の上に通常動作状態に置き，底面の形状224 
が正方形で，その一辺の長さが約 100 mm，質量が約 60 kg のおもりを上部に 1 分間置く。 225 

試験後，8.1，15.1 及び箇条 29 に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生じた場226 
合，付加絶縁又は強化絶縁について，耐電圧試験を行ったとき 16.3 に適合しなければならない。 227 

大きさが約 100 mm×100 mm×30 mm の砂を入れた袋を，おもりの一部として用いてもよい。 228 

b) 落下試験 コンクリートの床上に置いた厚さが約 30 mm の表面が平らなラワン板の中央部に，試験試229 
料の底面がラワン板の面に平行になるようにし，試験試料を高さ約 70 cm から 1 回落下させる。 230 

試験後，8.1，15.1 及び箇条 29 に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生じた場231 
合，付加絶縁又は強化絶縁について，耐電圧試験を行ったとき 16.3 に適合しなければならない。 232 

22 構造 233 

構造は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 22 による。 234 



 

 

追加 235 

22.101 家庭用低周波治療器の構造は，次による。 236 

a) 最大出力電流は，通常動作で実効値 20 mA 以下でなければならない。 237 

b) 電流を最小から最大まで連続的に増加する出力調整器をもたなければならない。ただし，1 増加量当238 
たり 1 mA 以下の不連続増加は，連続的な増加とみなす。 239 

c) 出力調整器が最小位置以外の状態で電源を入れたときは，出力しない構造でなければならない。ただ240 
し，出力電流の最小設定値は，1 mA 以下とする。 241 

適否は，出力電流の測定によって判定する。測定回路は，附属書 AA による。 242 

22.102 家庭用超短波治療器の定格出力電力は，50 W 以下でなければならない。 243 

適否は，出力電力の測定によって判定する。測定回路は，附属書 BB による。 244 

22.103 家庭用電位治療器の通電形導子部の出力電流制限用のインピーダンスは，複数の部品で構成しな245 
ければならない。出力電流制限用のインピーダンスに用いている部品のいずれか 1 個に短絡又は開放が生246 
じても，漏えい電流は，13.2 に規定する値を超えてはならない。 247 

23 内部配線 248 

内部配線は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 23 による。 249 

24 部品 250 

部品は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 24 による。 251 

24.2 置換（“可とうコードの中間に”で始まる細別の“ただし，着脱可能な”で始まる文を，次に置き換252 
える。） 253 

ただし，21.101 の試験を満たす中間スイッチ及び自動調節器は取り付けてもよい。また，着脱可能な電254 
源部分は，この細分箇条における“電源装置”とみなさない。 255 

25 電源接続及び外部可とうコード 256 

電源接続及び外部可とうコードは，JIS C 9335-1:20xx の箇条 25 による。 257 

26 外部導体接続端子 258 

外部導体接続端子は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 26 による。 259 

27 接地の手段 260 

接地の手段は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 27 による。 261 



 

 

28 ねじ及び接続 262 

ねじ及び接続は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 28 による。 263 

29 空間距離，沿面距離及び固体絶縁 264 

空間距離，沿面距離及び固体絶縁は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 29 による。 265 

30 耐熱性及び耐火性 266 

耐熱性及び耐火性は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の箇条 30 による。 267 

30.2.3 この規格では，規定しない。 268 

31 耐腐食性 269 

耐腐食性は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 31 による。 270 

32 放射線，毒性及びこれらと類似の危険性 271 

放射線，毒性及びこれらと類似の危険性は，JIS C 9335-1:20xx の箇条 32 による。 272 
 273 

274 



 

 

附属書 275 
 276 

附属書は，次を除き，JIS C 9335-1:20xx の附属書による。 277 
 278 

追加 279 
 280 

附属書 AA 281 

（規定） 282 

家庭用低周波治療器の出力電流測定回路 283 
 284 

AA.1 一般 285 

この附属書は，家庭用低周波治療器の出力電流測定回路について規定する。 286 

AA.2 測定回路 287 

家庭用低周波治療器の出力電流測定は，図 AA.1 に示す回路によって測定する。 288 

出力端子に 1 kΩの無誘導形抵抗器を接続し，実効値測定形の電流計で測定する。 289 
 290 

 
 記号説明 
R： 1 kΩの無誘導形抵抗器 
mA： 実効値測定形の電流計 
 

図 AA.1－出力電流測定回路 291 
 292 
 293 

294 

mA 

家庭用低周波治療器 

出力端子 

R 



 

 

附属書 BB 295 

（規定） 296 

家庭用超短波治療器の出力電力測定回路 297 
 298 

BB.1 一般 299 

この附属書は，家庭用超短波治療器の出力電力測定回路について規定する。 300 

BB.2 測定回路 301 

家庭用超短波治療器の出力電力測定は，図 BB.1 に示す回路によって測定する。 302 
 303 

 
 記号説明 
W： 50 Ωの終端電力計 
 

図 BB.1－出力電力測定回路 304 
 305 

306 

出力端子 

家庭用超短波治療器 W 整合回路 



 

 

参考文献 307 
 308 

参考文献は，次によるほか，JIS C 9335-1:20xx の参考文献による。 309 

追加 310 

ISO 7010，Graphical symbols－Safety colours and safety signs－Registered safety signs 311 
 312 
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